
 

 

 

  

通級指導教室とは？ 

 

「通常の学級に在籍し、障がいの状態に応じて自立に向けた特別な指導を週１～８単位時間特別な指

導の場で行うこと」（文部科学省）です。 

 

通級指導教室ではどんなことをするの？ 

 

特別支援学校学習指導要領に示す自立活動を行います。各教科の内容を補充するための指導ではな

く、障がいによる学習上または生活上の困難の改善又は克服を目的とする指導を行います。 

 鳥取聾学校の通級指導教室（さんさん教室）は、巡回による通級、来校しての通級という指導形態です。

東部・中部の小・中学校等のきこえに課題を持つ児童生徒、鳥取市以外の東部の小・中学校等のことば

に課題を持つ児童生徒が対象です。週１単位時間程度指導を行っています。 

 

☆ 主な学習内容(自立活動)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通級指導教室（さんさん教室）について 

【 きこえの通級 】 

○ きこえに起因する生活上の困り感への対応学習 

○ 耳の仕組みやきこえについての学習 

○ 補聴器装用についての学習 

○ 補聴器管理についての学習 

○ 聴覚を活用する学習 

○ 語彙や表現力を豊かにすることばの学習 

○ 自己理解に関する学習 

○ 発音練習 

○ 言語学習 

【 ことばの通級 】 

○ 息の出し方、口形、舌の構えの練習 

○ 発音が苦手な音や単語の構音練習 

○ 単音や単語の正誤を聞き分ける練習 

○ 吃音の基礎知識、自己肯定感を高める学習 



＜手続きについて＞ 

 

各小・中学校の校内就学支援委員会等で通級指導が必要と検討され、保護者との協議ができている児

童生徒について申請をお願いします。 

申請の手続きについては、各小・中学校に送付しております文書または鳥取県教育委員会特別支援教

育課のホームページをご確認ください。 

 

 

☆相談は随時お受けしています。お気軽にご連絡ください。 

 

 

窓口：特別支援教育コーディネーター  

【学校電話】 ０８５７－２３－２０３１  

【ファクシミリ】 ０８５７－２７－８６０６ 

【メールアドレス】 toriro-s@pref.tottori.lg.jp 

 


